
 

地方税の電子申告について 

 黒滝村では、納税者の方の納税における利便性の向上を図るため、地方税ポータルシ

ステム（eLTAX:「エルタックス」）を利用した下記の申告及び申請を受け付けています。 

 

 

電子申告が可能な税目 

税 目 電  子  申  告 電子申請・届出 

法人住民税 ・中間申告 

・確定申告 

・修正申告など 

・法人設立/設置届出書 

・異動届 

固定資産税 

（償却資産） 

・全資産申告 

・増加資産/減少資産申告 

・修正申告など 

 

個人住民税 

（特別徴収） 

・給与支払報告書 

・給与所得者異動届出 

・普通徴収から特別徴収への切替申請 

・退職所得に係る納入申告及び特別徴収票

又は特別徴収税額納入内訳届出 

・公的年金等支払報告 

・特別徴収義務者の所在地・

名称変更届出書 

 

 

電子申告に必要な手続 

 電子申告に必要な手続きは、地方税電子申告システム（eLTAX:エルタックス）を運営す

る(社)地方税電子化協議会のホームページで（エルタックスホームページ）で詳しく説明

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※黒滝村は電子証明書、電子納税証明書及び電子納税には、現在未対応です。 

http://www.eltax.jp/


エルタックスのメリット 

・オフィスや自宅からインターネットを利用して簡単に手続きを行うことができます。 

・エルタックスを利用している複数の地方公共団体への申告を一度に送信することがで

きます。（※申告データ等は、提出ごとに作成する必要があります。） 

・無料のエルタックス対応ソフトウエア（ＰＣdesk）を利用して、申告書の作成をすることが

できます。 

・エルタックスに対応している市販の税務・会計ソフトウエアで作成した申告データ等を利

用できます。 

 

 

問合せ先 

・エルタックスに関する問合せ先 

  (社)地方税電子化協議会 ０５７０－０８１４５９ 

  受付時間 ８：３０～２０：００ 

・黒滝村への電子申告に関する問合せ先 

  黒滝村住民生活課 ０７４７－６２－２０３１ 

  受付時間 ８：３０～１７：１５ 

  ※いずれも土日祝、年末年始を除きます。 
 

 


